
論

説湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策

一
、
　
序

日
清
戦
争
ま
で
の
洋
務
期
に
は
、
各
地
に
軍
需
工
場
及
び
官
督
商
桝
形
態
で

民
需
工
場
が
設
立
さ
れ
る
。
李
鴻
章
と
関
係
の
深
か
っ
た
江
南
製
造
局
と
上
海

機
器
織
布
局
、
あ
る
い
は
天
津
機
器
局
と
開
平
礪
務
局
等
が
著
名
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
上
海
・
天
津
と
並
ん
で
武
漢
も
ま
た
「
洋
務
運
動
」
.
の
一
拠

点
都
市
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
の
後
よ
り
、
こ
う
し
た
「
洋
務
運
動
」
の
拠
点

都
市
を
中
心
に
民
営
工
場
の
設
立
が
顧
著
に
な
り
始
め
、
活
代
に
あ
っ
て
は
工

場
の
設
立
数
が
、
二
十
世
紀
初
頭
の
新
政
期
に
お
い
て
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
こ

の
十
九
世
紀
未
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
十
数
年
問
は
、
中
国
近
代
経

済
史
上
民
族
資
本
工
業
の
端
緒
的
発
展
が
示
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
位
置
づ
け

①

ら
れ
て
い
る
。
一

洋
務
系
官
僚
の
一
人
で
あ
る
張
之
洞
は
、
こ
う
し
た
経
済
史
上
の
変
化
が
見

ら
れ
る
洋
務
期
末
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
、
一
時
的
に
そ
の
任
を
離
れ
る
こ
と

は
あ
っ
l
た
も
の
の
、
ほ
ぼ
十
八
年
間
湖
広
総
督
の
地
位
を
占
め
続
け
た
。
張
之

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

菅
　
　
田
　
　
三

洞
は
一
八
八
九
年
に
両
広
総
督
の
任
を
離
れ
湖
広
総
督
に
就
任
し
た
。
就
任
す

る
や
す
ぐ
に
鎗
砲
廠
の
建
設
に
着
手
し
、
つ
づ
い
て
製
鉄
所
及
び
民
需
工
場
で

あ
る
織
布
屈
二
八
九
〇
年
)
・
紡
紗
局
二
八
九
四
年
)
　
の
建
設
を
す
す
め

た
。
民
需
工
場
の
設
立
意
図
は
、
民
需
産
業
の
発
達
を
促
す
と
い
う
こ
と
よ
り

も
、
軍
事
的
財
政
の
補
完
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
洋
務
期
の
張
之

洞
に
は
、
民
間
の
産
業
の
発
達
を
勧
め
る
と
い
う
積
極
的
な
姿
勢
は
み
ら
れ
な

い
。張

之
洞
の
政
策
に
変
化
が
う
か
が
わ
れ
始
め
る
の
は
、
日
清
戦
争
敗
北
の
後

で
あ
る
。
日
清
戦
争
以
後
の
洋
務
系
官
僚
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
洋
務
運

動
」
は
日
清
戦
争
の
敗
北
に
よ
っ
て
「
破
産
」
し
た
と
か
た
づ
け
ら
れ
て
、
あ

ま
り
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
里
井
彦
七
郎
・
渡
辺
惇
両
氏
に
よ

②

っ
て
取
上
げ
ら
れ
、
そ
の
産
業
政
策
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
張
之
洞
に
あ
っ
て
は
日
清
戦
争
以
後
湖
北
省
内
で
民
間
経
営

の
工
場
設
立
奨
励
・
蔑
業
・
手
工
業
の
振
興
に
着
手
し
始
め
、
義
和
団
事
件
を

経
過
し
た
二
十
世
紀
初
頭
の
新
政
期
に
お
い
て
よ
り
体
系
的
な
産
業
政
策
を
遂

五
五



湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

行
す
る
。

清
朝
が
示
し
た
新
政
の
概
要
は
、
政
治
面
で
は
外
務
部
の
設
置
等
行
政
機
構

の
改
革
及
び
立
憲
政
策
、
経
済
面
で
は
南
部
及
び
そ
の
下
に
四
司
の
設
立
に
よ

る
エ
・
商
業
の
保
護
、
軍
事
両
で
は
練
兵
処
の
設
立
と
新
軍
の
編
成
、
文
化
面

⑧

で
は
科
挙
の
廃
止
、
学
校
設
立
の
普
及
等
で
あ
る
が
、
し
か
し
新
政
の
施
行
に

あ
た
っ
て
清
朝
は
名
目
的
な
法
令
を
出
し
た
に
と
ど
ま
り
、
実
際
の
中
心
的
推

進
者
は
開
明
的
督
撫
層
、
例
え
ば
北
洋
の
豪
快
凱
、
南
洋
の
周
謹
、
湖
広
の
張

④

之
洞
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
が
事
実
で
あ
り
、
新
政
の
実
態
、
と
く
に
経
済

的
側
面
の
実
態
は
地
方
督
撫
層
の
下
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

張
之
洞
の
新
政
施
行
に
あ
た
っ
て
の
具
体
策
は
、
一
九
〇
一
年
の
五
月
か
ら

六
月
に
か
け
て
両
江
総
督
の
劉
坤
一
と
と
も
に
三
回
に
わ
た
っ
て
上
炎
し
た
変

法
策
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
江
楚
会
奏
変
法
之
摺
」
で
あ
る
が
、

第
一
回
目
の
上
奏
は
文
化
面
に
関
す
る
も
の
で
、
「
設
立
文
武
学
堂
」
・
「
酌
改

文
科
」
・
「
停
髄
武
科
」
・
「
奨
励
遊
学
」
の
四
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。
第
二
回

目
は
政
治
面
に
関
す
る
も
の
で
、
官
吏
登
用
方
法
の
改
革
あ
る
い
は
監
獄
内
に

「
工
革
房
」
を
置
い
て
犯
罪
者
に
手
工
業
技
術
を
教
え
釈
放
後
の
生
計
を
た
て

さ
せ
る
よ
う
改
革
す
る
こ
と
、
ま
た
八
旗
兵
は
解
散
し
農
工
商
そ
れ
ぞ
れ
自
由

な
職
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
を
指
向
し
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
回
目
が
軍
事
・
経

済
面
に
関
す
る
も
の
で
、
軍
事
面
で
は
兵
器
の
拡
充
と
外
国
軍
隊
に
な
ら
っ
た

訓
練
を
す
す
め
新
し
い
軍
隊
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
を
提
示
し
、
経
済
面
で
は

農
業
・
手
工
業
の
振
興
、
さ
ら
に
鉱
山
の
開
発
・
工
場
設
立
を
勧
め
る
た
め
に

「
鉱
律
」
・
「
蹄
律
」
・
「
商
律
」
の
制
定
、
ま
た
銀
元
の
流
通
、
印
花
税
の
施
行

⑤

等
が
示
さ
れ
て
い
ろ
。
こ
の
第
三
回
目
の
上
奏
に
こ
概
要
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
張

五
六

之
洞
の
産
業
政
策
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
置
接
の
原
因
は
、
日
活

戦
争
の
敗
北
よ
り
以
来
の
一
連
の
外
債
返
済
、
賠
償
金
支
払
い
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
財
政
的
な
圧
迫
に
あ
っ
た
。

日
活
戦
争
の
敗
北
、
そ
れ
に
続
く
義
和
団
事
件
の
結
果
、
中
国
は
巨
額
の
外

債
返
済
、
賠
陰
金
支
払
い
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
湖
北
省
に
割
当

ら
れ
た
財
源
と
金
額
は
、
.
日
活
戦
争
の
た
め
の
「
俄
仏
借
款
」
返
済
分
が
塩
貨

覆
、
江
漢
関
・
宜
自
問
関
税
収
入
等
合
計
五
一
番
両
、
「
英
徳
借
款
」
返
済
分

が
同
様
な
財
源
か
ら
合
計
六
九
萬
両
、
さ
ら
に
「
康
子
賠
款
」
が
田
城
・
塩
原

◎

・
煙
酒
糖
税
等
か
ら
一
二
〇
轟
両
で
あ
っ
た
。
こ
れ
・
カ
の
財
源
の
中
で
も
と
く

に
差
金
・
関
税
と
い
っ
た
税
収
入
は
、
洋
務
期
以
来
各
省
洋
務
系
督
撫
層
に
よ

る
自
強
政
策
遂
行
の
た
め
の
重
要
な
軍
事
財
源
と
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
外
債
返
済
・
賠
債
金
支
払
い
は
、
各
省
当
局
に
財
政
的
圧
迫
を
も

た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
究
極
に
お
い
て
中
国
の
民
衆
へ
の
課
税
と

し
て
転
化
さ
れ
る
。
日
措
戦
争
置
後
、
張
之
洞
は
外
債
返
済
の
た
め
に
、
「
百
事

⑦

歴
し
く
措
手
し
難
き
に
致
る
」
と
い
い
、
ま
た
義
和
団
事
件
の
後
に
は
、
「
若

し
百
事
供
に
廃
し
専
ら
賠
款
を
換
め
、
興
学
・
練
兵
・
農
工
商
務
一
切
の
蒜
民

・
治
民
の
自
強
要
政
を
、
全
く
閣
遺
し
て
桝
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
民
心
日
に
換
り
士

㊥

心
日
に
煎
る
」
と
政
治
支
配
の
危
機
を
指
摘
し
、
内
政
重
視
の
必
要
性
を
う
っ

た
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
財
政
的
圧
迫
、
し
か
も
洋
貨
の
輸
入
、
貿
易
収
支

に
お
け
る
大
幅
な
入
超
と
い
う
現
実
の
中
に
あ
っ
て
、
中
国
社
会
を
支
え
ろ
生

産
基
盤
建
置
し
の
た
め
の
産
業
政
策
が
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
張
之
洞
が
、
「
今
日
の
中
国
、
救
貧
の
計
は
惟
農
・
工
∴
出
実

業
を
振
興
し
民
間
に
機
器
製
造
の
彷
用
を
勧
導
し
、
以
て
外
に
漏
尼
を
塞
ぎ
内



(
'

に
民
智
を
閃
く
、
尚
毘
二
綾
の
生
機
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
日
活
戦
争
以
後

の
洋
務
系
官
僚
に
お
い
て
、
産
業
政
策
は
緊
急
な
課
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
誉
モ
日
清
戟
争
以
校
の
農
笠
∵
手
工
業
に
お
け
る
商
品
生
面
の
展
開
、

あ
る
い
は
民
族
資
本
主
義
の
端
緒
的
発
展
と
い
っ
た
現
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

も
た
ら
し
た
国
外
的
条
件
す
な
わ
ち
外
国
と
の
輸
出
入
貿
易
の
発
展
に
よ
る
商

品
市
場
、
貸
密
輸
者
の
創
出
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
国
外
的
条
件
は
無
媒
介
に
中
国
社
会
に
対
し
て
作
用
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
洋
亨
期
以
後
す
な
わ
ち
日
活
戦
争
の
後
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
の
・

洋
務
系
官
僚
の
椛
業
政
策
は
、
清
宋
中
国
の
経
済
史
上
の
発
展
に
お
け
る
国
内

的
条
件
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
張
之
洞
の
湖

北
省
に
お
け
る
産
業
政
策
は
検
討
さ
れ
る
。

註①
　
湖
北
人
民
大
学
政
治
経
済
学
教
研
宝
福
中
国
近
代
経
済
史
研
究
全
編
訳

r
中
国
近
代
国
民
経
済
史
し
上
　
三
四
六
-
五
五
貢
　
中
国
近
代
の
民
営

工
場
を
詳
し
く
載
せ
て
い
る
『
現
代
中
国
実
業
志
し
　
(
楊
大
金
編
)
は
、

一
八
九
五
-
一
九
〇
四
年
に
お
い
て
外
国
資
本
の
中
国
社
会
進
出
が
始
ま

る
が
、
中
国
で
も
工
業
の
奨
励
に
注
意
が
向
け
ら
れ
、
そ
れ
に
続
く
一
九

〇
五
1
一
九
一
四
年
を
「
民
営
萌
芽
時
期
」
、
新
式
工
業
の
「
一
大
過
渡

期
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

⑧
　
洋
務
運
動
の
日
活
戦
争
敗
北
に
よ
る
破
産
論
は
、
青
く
氾
文
潤
の
『
中

国
近
代
史
』
、
牢
安
世
の
『
洋
務
運
動
』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確

か
に
軍
需
工
場
の
移
植
に
よ
る
軍
事
力
強
化
=
自
強
論
と
い
う
意
味
で
の

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

「
洋
着
運
動
」
に
は
、
日
活
戦
争
の
駅
北
を
裏
技
に
終
止
符
ギ
う
た
・
㌫
た

が
、
洋
務
系
官
僚
の
活
動
は
停
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
地
方
督
撫
層

と
し
て
の
彼
ら
は
そ
の
支
配
地
域
に
お
い
て
従
来
の
「
運
動
」
に
修
正
を

加
え
つ
つ
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
新
政
が
「
第
二
次
洋

務
運
動
」
　
(
里
井
彦
七
郎
「
中
国
近
代
化
過
程
に
関
す
る
三
つ
の
と
ら
え

方
に
つ
い
て
」
歴
史
学
研
究
三
一
二
号
)
と
い
う
形
態
苛
あ
ら
わ
れ
る
覇

地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
日
活
戦
争
以
後
の
洋
務
系
官
僚
の
研
究
に
は
渡

辺
惇
氏
の
「
蓑
世
凱
政
権
の
経
済
的
基
盤
-
北
洋
派
の
企
業
活
.
動
-
」

(
「
中
国
近
代
化
の
社
会
構
造
』
所
収
)
、
「
活
宋
真
相
別
と
北
洋
新
政
-
輩

洋
派
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
　
(
歴
史
教
育
一
六
の
一
・
二
合
併
号
)
　
が

あ
る
。

◎
　
王
邦
佐
「
試
論
一
九
〇
一
-
一
九
〇
五
年
清
政
府
的
新
政
」
　
史
学
月

刊
一
九
六
〇
年
四
期

④
　
前
掲
渡
辺
論
文
　
歴
史
教
育
一
六
の
一
・
二
合
併
号

⑤
　
光
緒
政
要
　
巻
二
十
七

⑥
　
濵
象
寵
「
民
国
以
前
関
税
担
保
之
外
債
」
　
中
国
近
代
経
済
史
集
刊

第
三
巻

①
　
致
唐
郡
生
　
光
緒
二
十
三
年
九
月
二
十
日
　
『
張
文
案
公
全
集
』
　
l
苦

札
五
　
(
以
下
『
全
集
』
と
略
す
。
)

◎
　
致
開
封
行
在
軍
機
虞
　
光
緒
二
十
七
年
十
月
十
六
日
『
全
集
』
　
電
契

十
一

⑨
　
致
親
子
玖
　
光
猪
二
十
九
年
五
月
二
十
七
日
　
『
全
集
』
書
札
六



湖
北
省
に
お
け
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二
、
農
業
・
手
工
業
振
興

先
の
「
江
楚
全
英
変
法
之
摺
」
に
お
い
て
、
張
之
洞
は
省
城
に
農
務
総
局
、

州
株
に
員
局
を
設
け
て
郷
紳
を
集
め
、
農
作
物
の
研
究
を
行
う
と
と
も
に
農
民

に
適
当
な
農
作
物
の
植
付
を
勧
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
開
墾
の
奨
励
等
農
業
の

振
興
策
を
示
し
、
ま
た
手
工
業
に
つ
い
て
も
、
工
事
学
堂
を
設
立
し
て
手
工
業

技
術
の
改
良
・
普
及
を
は
か
る
こ
と
、
「
勧
工
場
」
を
設
け
て
内
外
の
生
産
物

を
集
め
、
研
究
の
助
け
に
す
る
こ
と
等
を
掟
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ

う
な
農
業
・
手
工
業
の
改
艮
・
普
及
の
必
要
性
は
、
義
和
団
事
件
以
後
始
め
て

認
識
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
張
之
洞
は
す
で
に
日
清
戦
争
以
後
、
一
八

九
八
年
湖
北
省
に
お
い
て
毎
年
の
天
災
と
洋
貨
の
流
通
に
よ
る
「
商
書
斎
條
・

民
生
姐
苦
」
と
い
▼
γ
中
で
、
農
業
・
手
工
業
の
改
良
・
普
及
を
行
お
う
と
し
て

い
た
。
た
だ
中
国
の
農
民
は
「
向
に
多
く
撲
拙
で
あ
り
、
地
学
・
化
学
・
製
器

の
利
用
に
い
ま
だ
通
暁
せ
ず
。
士
大
夫
も
又
多
く
此
に
意
を
措
」
か
ざ
る
情
況

の
下
で
は
、
「
官
が
捏
侶
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
断
じ
て
民
智
を
開
き
日
に
功
有

る
を
起
す
能
わ
ず
。
」
と
し
て
、
農
務
学
生
を
設
立
し
ア
メ
リ
カ
か
ら
農
業
技

術
者
を
招
き
、
「
納
所
・
士
人
の
農
学
の
讃
求
に
志
有
る
者
」
を
学
生
と
し
て

集
め
、
ま
た
工
萎
学
堂
に
つ
い
て
は
日
本
か
ら
技
術
者
を
招
き
や
は
り
「
紳
商

・
士
人
」
を
集
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
農
業
・
手
工
業
の
改
良
・
普
及
に
あ
た
ら
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
で
は
湖
北
省
内
の
生
産
物
の
流
通
を
盛
ん
に
す
る
た

め
に
「
各
村
大
商
に
墓
事
数
人
を
公
挙
せ
し
め
」
漢
口
に
勧
工
勧
商
公
所
を
設

①

立
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
後
に
述
べ
る
同
じ
年
の
漢
口
商
務
局
の
設
立

は
、
日
活
戦
争
後
、
張
之
洞
が
湖
北
省
に
お
い
て
遂
行
し
た
農
業
・
手
工
業
振

興
と
民
営
工
場
設
立
奨
励
の
推
進
を
表
現
し
て
い
る
。

五
八

張
之
洞
は
、
農
務
学
堂
・
エ
萄
学
堂
の
設
立
以
前
に
蚕
桑
局
を
設
立
し
て
い

た
。
そ
れ
は
翫
江
省
か
ら
桑
株
を
購
入
し
て
桑
葉
の
生
産
を
促
し
、
江
前
の
手

工
業
者
を
招
い
て
絹
織
物
の
生
産
ま
で
教
授
、
普
及
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の

①

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
「
い
か
ん
せ
ん
民
間
領
去
の
桑
、
多
く
培

楢
に
意
を
加
え
ず
、
修
理
滋
栄
す
る
者
甚
だ
少
し
。
育
蚕
又
其
法
を
得
ず
。
出

す
せ
こ
ろ
の
林
・
織
成
の
績
椴
、
終
に
江
折
・
四
川
等
の
者
と
争
勝
し
難
し
」

と
失
敗
に
終
っ
た
。
し
か
し
そ
の
事
業
は
中
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
蚕
桑
局
の

「
種
桑
」
・
「
育
蚕
」
と
い
う
二
項
目
の
事
業
に
つ
い
て
は
農
務
学
堂
に
、
「
埼

綱
」
と
い
う
手
工
業
項
目
に
つ
い
て
は
工
軍
学
堂
に
移
し
て
改
良
・
普
及
活
動

⑨

が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

農
務
学
堂
の
事
業
項
目
は
こ
の
「
蚕
桑
」
の
他
に
「
柘
植
」
・
「
畜
牧
」
が
あ

っ
た
。
中
で
も
張
之
洞
が
注
目
し
た
の
は
中
国
か
ら
の
輸
出
品
と
し
て
重
要
で

あ
っ
た
茶
と
綿
花
の
栽
培
で
あ
る
。
全
国
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
向
け
輸
出
の
衰
退

に
よ
っ
て
茶
の
輸
出
額
は
減
少
し
っ
つ
あ
っ
た
が
、
ロ
シ
ア
を
国
外
市
場
と
し

て
も
つ
換
口
か
ら
の
茶
輸
出
は
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
七
年
に
か
け
て
毎

年
一
千
萬
両
前
後
と
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。
漢
口
に
は
湖
南
・
湖
北
・
江
酉

・
安
徴
か
ら
茶
が
集
り
、
粗
茶
は
浜
口
で
精
製
さ
れ
輸
出
さ
れ
て
い
た
が
、
湖

北
省
内
に
お
い
て
は
蒲
折
鯖
羊
棲
嗣
・
通
山
鯨
・
崇
隣
保
・
成
寧
願
等
の
琵
茶

地
が
あ
っ
た
。
張
之
洞
は
茶
業
振
興
の
.
た
め
に
、
茶
の
栽
培
か
ら
精
茶
工
程
の

⑤

機
器
化
ま
で
、
茶
生
産
の
増
大
と
品
質
改
良
を
図
ろ
う
と
し
た
。
一
八
九
八
年

張
之
洞
は
両
親
茶
葉
改
良
公
司
を
設
立
し
て
、
精
茶
工
程
の
機
器
化
を
試
み
る

と
と
も
に
、
茶
栽
培
の
改
良
を
奨
励
し
た
。
式
日
に
茶
葉
蒸
罠
養
成
所
・
茶
事

講
習
所
と
い
っ
た
も
の
が
設
立
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
具
体
策
で
あ
ろ
う
。
こ



う
し
た
張
之
洞
の
茶
業
改
良
の
奨
励
と
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

湖
北
省
長
英
鯨
で
は
、
外
国
輸
出
用
の
紅
茶
製
造
の
新
法
を
考
案
し
r
当
地
の

⑤

「
隷
書
」
が
中
心
に
な
っ
て
「
招
股
」
し
、
茶
荘
を
開
設
し
て
い
る
。

漢
ロ
に
は
湖
北
省
産
の
も
の
を
中
心
に
、
湖
南
・
河
南
か
ら
綿
花
が
集
っ
て

い
た
。
持
出
高
は
豊
凶
に
よ
っ
て
増
減
は
あ
る
が
、
一
九
〇
三
、
四
年
と
い
っ

た
豊
作
時
に
は
五
〇
〇
か
ら
七
〇
〇
萬
両
に
ま
で
達
す
る
漢
口
か
ら
の
重
要
な

輸
出
品
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
張
之
洞
に
よ
る
綿
作
改
良
の
意
図
は
、
当
初

織
布
局
の
設
立
に
と
も
な
っ
て
桟
械
制
綿
紡
織
業
に
適
合
も
た
良
質
の
原
料
綿

花
を
獲
得
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
八
九
二
年
織
布
届
の
完
成
が
近
づ
く
と
張

之
洞
は
武
漢
・
責
徳
・
荊
州
等
綿
花
産
地
の
綿
作
改
良
・
普
及
の
た
め
に
収
量

が
多
く
拉
経
も
細
長
で
色
の
白
い
ア
メ
リ
カ
綿
種
を
と
り
よ
せ
、
各
州
膝
を
し

⑥

て
「
種
綿
の
戸
に
発
交
」
せ
し
め
た
が
、
た
だ
ア
メ
リ
カ
綿
種
の
購
入
が
遅
れ

植
付
け
時
期
を
逸
し
た
こ
と
、
ま
た
的
種
を
往
来
の
綿
産
地
に
移
植
さ
せ
た
だ

⑳

け
で
あ
っ
た
た
め
に
失
敗
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
同
事
業
を
続
継
し
、
一
九

〇
三
年
に
は
式
日
城
外
に
農
務
学
堂
を
移
し
て
農
業
試
験
場
右
付
設
し
改
良
事

⑧

業
を
進
め
た
。
こ
う
し
た
張
之
洞
の
綿
作
改
良
事
業
は
ア
メ
リ
カ
種
綿
花
の
長

所
を
十
分
に
活
か
す
と
い
う
点
で
は
成
功
を
見
な
か
っ
た
も
の
の
、
湖
北
省
内

西
北
部
に
ア
メ
リ
カ
種
系
綿
花
栽
培
の
普
及
を
も
た
ら
し
、
一
九
二
〇
年
代
湖

北
省
の
全
綿
花
生
産
量
が
中
国
綿
三
分
の
二
、
ア
メ
リ
カ
綿
三
分
の
一
の
合
計

⑨

一
二
三
萬
余
担
と
、
中
国
第
二
の
綿
花
生
産
地
域
と
な
る
過
程
に
お
け
る
品
質

改
良
と
普
及
へ
の
端
緒
的
役
割
を
果
し
た
と
い
え
よ
う
。
後
代
の
調
査
に
よ
れ

ば
、
品
質
に
お
い
て
湖
北
省
内
ア
メ
リ
カ
種
系
綿
花
は
華
北
の
そ
れ
に
劣
る
も

の
の
、
省
内
の
在
来
綿
花
が
一
〇
か
ら
一
六
番
手
の
綿
糸
し
か
紡
ぐ
こ
と
が
で

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
種
系
は
一
六
か
ら
二
〇
番
手
の
綿
糸
を
紡

⑲

ぐ
こ
と
が
で
き
た
。

工
塾
学
堂
に
お
い
て
は
山
東
省
の
麦
藁
リ
ボ
ン
、
台
湾
・
広
東
の
樟
脳
が
盛

ん
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
設
立
当
初
山
東
省
菜
州
か
ら
麦
藁
加
工
職

人
を
招
い
て
学
生
に
教
え
た
り
、
民
間
に
積
を
広
く
植
え
さ
せ
樟
脳
製
造
を
試

み
よ
う
と
し
た
。
そ
の
他
、
西
洋
ロ
ウ
ソ
ク
等
の
生
産
方
法
を
教
え
、
「
即
ち

学
徒
の
其
法
に
精
な
る
者
を
繹
び
、
.
各
届
に
派
赴
し
て
転
相
伝
授
せ
し
め
、
総

じ
て
失
業
者
の
成
物
を
工
作
す
る
所
得
る
を
期
す
」
と
、
工
事
学
堂
学
生
に
省

◎

内
各
地
へ
の
普
及
に
あ
た
ら
せ
る
こ
.
と
を
計
画
し
て
い
る
。
し
か
し
日
活
戦
争

置
後
の
実
業
振
興
政
策
は
規
模
も
小
さ
く
、
農
務
学
望
・
工
塾
学
堂
と
い
っ
た

具
体
的
な
教
授
組
織
も
武
目
に
設
立
さ
れ
た
の
み
で
あ
り
、
農
業
・
手
工
業
の

改
良
・
普
及
を
進
め
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

新
政
期
に
入
る
と
張
之
洞
は
「
山
郷
・
水
郷
・
通
都
・
僻
壌
を
論
ず
る
こ
と

無
く
、
各
地
方
の
惜
形
に
就
い
て
、
農
・
工
両
事
を
迅
速
・
切
実
に
挙
耕
し
、

総
じ
て
野
に
威
土
無
く
凡
土
み
な
出
産
有
り
、
境
に
遊
民
無
く
凡
民
み
な
技
能

⑳

有
る
を
期
す
。
」
と
し
て
湖
北
省
内
各
地
に
農
業
・
手
工
業
放
射
の
改
艮
一
・
普
及

の
た
め
の
伝
習
機
関
の
設
立
を
推
進
し
た
。
そ
れ
は
と
く
に
手
工
業
部
面
に
お

い
て
疏
著
に
見
ら
れ
る
。
ま
ず
式
目
に
は
「
内
地
の
工
業
を
振
作
し
土
産
工
事

晶
を
改
艮
す
る
の
目
的
」
を
も
っ
て
手
工
善
技
場
が
設
立
さ
れ
る
。
そ
の
内
邸

は
三
部
門
に
分
け
ら
れ
、
第
一
は
「
土
産
及
外
国
製
造
品
を
蒐
集
擁
列
し
て
、

地
方
工
業
者
の
査
緻
研
究
」
の
助
け
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
第
二
は

「
手
工
業
模
範
工
場
」
・
第
三
は
「
器
械
製
造
模
範
工
場
」
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
後
者
二
部
門
に
お
い
て
は
紡
織
・
製
革
・
増
燭
・
石
鹸
製
造
及
び
木
器
・
金

五
九



湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

⑬

屈
器
の
製
造
技
術
が
教
授
さ
れ
て
い
る
。
漢
口
に
は
貧
民
が
労
働
に
よ
っ
て
自

ら
の
生
計
を
営
め
る
よ
う
に
貧
民
大
工
廠
が
設
け
ら
れ
、
織
布
技
術
の
伝
習
が

⑳

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
荊
州
に
は
八
旗
兵
や
そ
の
家
族
に
対
す
る
紡
織⑮

・
養
蚕
・
線
練
等
の
技
術
普
及
の
た
め
に
荊
防
工
峯
廠
・
同
附
設
女
工
伝
習
所

⑯

が
、
宜
昌
に
は
犯
罪
者
の
手
工
業
技
術
習
得
の
た
め
に
勒
工
遥
善
習
番
所
が
、

施
南
府
に
は
「
荒
臍
・
僻
遠
の
区
な
る
を
以
て
、
民
の
た
め
に
利
を
興
す
」
と

い
う
趣
旨
か
ら
太
守
施
紀
雲
に
よ
っ
て
、
絹
織
物
・
法
器
等
の
製
造
技
術
普
及

⑫

の
た
め
に
勧
工
公
所
が
設
立
さ
れ
て
い
畠
。
こ
の
よ
う
に
日
活
戦
争
置
後
、
武

目
に
設
立
さ
れ
た
工
峯
学
生
に
つ
づ
い
て
新
政
期
に
入
る
と
各
地
に
伝
習
所
が

官
設
さ
れ
、
手
工
業
技
術
の
普
及
が
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

河
北
省
高
陽
酷
に
お
け
る
農
村
織
布
業
の
発
展
は
、
外
国
機
械
製
綿
糸
の
輸

入
と
日
本
か
ら
の
足
踏
械
(
鉄
輪
機
)
　
の
導
入
を
条
件
と
し
て
活
宋
新
政
期
に

始
り
、
同
鯨
の
開
明
的
郷
紳
は
蓑
世
凱
や
周
学
田
等
の
実
業
振
興
政
策
の
下
で

農
民
に
天
津
で
織
布
技
術
を
習
得
さ
せ
た
り
、
足
踏
機
・
機
械
糸
の
導
入
を
は

⑬

か
っ
た
が
、
湖
北
で
も
同
様
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
張
之
洞
は
一
八
九
四
年
紡

紗
局
の
設
立
に
あ
た
っ
て
、
「
江
蘇
・
安
微
・
四
川
・
湖
北
等
の
省
、
或
い
は

⑳

洋
布
を
鍋
し
難
い
区
有
る
も
、
洋
紗
を
用
い
な
い
地
は
無
い
」
と
、
外
国
機
械

製
綿
糸
の
た
め
の
市
場
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
し
て
い
る
。
実
際
湖
北
省

内
に
お
い
て
も
漢
口
付
近
で
は
十
九
l
世
紀
末
よ
り
、
沙
市
付
近
で
は
二
十
世
紀

初
頭
よ
り
洋
糸
を
使
用
し
た
「
新
土
布
」
生
産
の
開
始
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

労
働
用
具
と
し
て
の
織
機
は
旧
来
の
も
の
で
あ
り
、
労
励
力
の
消
費
が
多
く
ま

⑳

だ
十
分
な
発
展
を
み
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
十
世
紀
初

頭
湖
北
工
業
学
望
は
新
し
い
型
の
「
織
布
機
器
」
・
「
織
手
巾
機
器
」
・
「
乱
花
械

㊨

器
」
等
を
腋
価
で
民
間
に
売
り
出
し
て
い
る
が
、
機
械
製
綿
糸
を
原
料
と
し
た

六
〇

手
工
綿
職
業
の
開
始
と
原
料
綿
花
生
産
の
増
大
に
即
応
し
た
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
張
之
洞
に
よ
っ
て
手
工
業
の
振
興
が
は
か
ら
れ
る
一
方
、
開
明

新政期湖北省内の「手工工場」

場　 所 工　　 場 (名) 設　　 立　　 者 生　 産　 品

武　 自 機　　　 器　　 廠 某紳 各項小機器

西洋ロウソク

花布・紹布・綿布

′ 工費廠及工蛮伝習所 両籾師範校長胡干之

漢　 ロ 造　　　 紙　　　 廠 陳興泰

タ

式　 日

洋　　　 畑　　　 廠 余某陳某 (閲 ・錠前)
華 興 手 工 技 革 紐 工業学望監督捏子太

求 斑 紋　造 公 司 而学両界劉緋伯等

沙　 市 織　　　 布　　　 廠 富商郡某 綿布

牛皮
漢　 口

漢　 口

物 華 紙 座 公 司 尊前某等

製　 革　 公　 司 張閃文

謝武剛
贋　 利　 公　 司 洋布等

老河口 織　　　 布　　　 廠 綿布

竹木各岩喆・漆2喆
武　 目

白沙洲
上訴洲

煙　 招　 公　 司 王仙丹

展　 墓　 興　 公　 司

工　　　 壬五　　　 廠

張少ヂ ・程頸薗

観察責佑先
許胎孫等

洋傘

織物郎　 隠

漢　 傷

工　　　 要5　　　 局 某大令

庶 生 織 業 公 司 徐克怨 東洋梯條各布

雷　 撃　 織　 布　 廠 孫家蒲 綿布

r東方怒誌jlの6.2の5,3の3・6・8・10・12.4の6・12各省工替受諾より0



的
な
郷
紳
屑
・
地
方
官
吏
に
よ
っ
て
、
織
布
業
を
中
心
に
「
手
工
工
場
」
が
設

立
さ
れ
始
め
る
(
衷
こ
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
工
場
」
は
必
ら
ず
L
も
利
潤
追

求
だ
け
を
目
的
と
す
る
本
来
の
資
本
主
義
的
工
場
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
は
灰
勒
興
公
司
は
「
手
工
を
推
廣
し
土
貨
を
改
良
し
中
國

利
権
を
保
存
」
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
張
之
洞
の
提
唱
で
程
子
大
(
頒

萬
)
等
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
内
容
は
製
紙
・
印
刷

e

・
木
工
・
漆
工
・
竹
工
・
賊
紺
と
い
う
六
部
門
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
事
業
内
容
の
棺
広
さ
か
ら
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
各
部
門
に
お
け
る
手
工

労
働
者
の
養
成
所
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
華
興
手
工
技
車
臓

⑳

は
「
火
力
機
器
を
用
い
ず
、
専
ら
人
力
を
以
て
伝
習
す
」
と
い
い
、
求
寅
織
造

公
司
は
女
工
伝
習
所
を
併
設
し
て
お
り
、
上
新
洲
の
工
車
扱
の
場
合
は
、
「
凡

そ
遊
手
無
業
の
者
、
悉
く
廠
に
入
っ
て
習
塾
せ
し
め
、
以
て
実
業
を
興
し
隠
息

や

　

　

⑳

を
弱
む
の
み
」
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
手
工
業
振
興
の
た
め
の
技
術
伝
習
所

と
い
っ
た
性
格
の
強
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
技
術
伝
習
所
的
「
工
場
」

が
設
立
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
天
門
鯨
の
大
令
宋
煤
が
「
工
を
招
い
て
学
習

⑳

せ
し
め
以
て
実
業
を
興
す
」
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
式
目
で
織
布
械
器
を
良
い
入

れ
た
よ
う
に
、
手
工
業
技
術
の
向
上
と
い
う
だ
け
で
な
く
労
働
用
具
の
改
良
・

普
及
も
行
な
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

新
政
期
に
滋
い
て
張
之
洞
自
身
に
よ
る
手
工
業
技
術
伝
習
の
た
め
の
模
範
的

工
場
の
設
立
、
あ
る
い
は
各
地
の
郷
紳
層
・
地
方
官
由
が
遂
行
し
た
手
工
業
技⑳

術
伝
習
所
役
立
の
も
た
ら
し
た
歴
史
的
意
義
.
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
伝
習
所
に
お
け
る
日
常
的
な
技
術
伝
習
は
、
新
し
い
労
働
用
具
の
も

と
で
の
労
働
能
力
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
中
国
の
民
衆
を
よ
り
一
層
商
品

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

生
産
の
中
に
巻
込
む
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
1
.
小
口
近
代
の
労
白
老
は
、
皐

に
外
的
条
件
に
よ
る
の
み
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
日
活
戦
争
以
後
や
ら
新
政
期

に
か
け
て
の
手
工
業
振
興
策
を
も
一
つ
の
契
機
と
し
て
創
出
さ
れ
て
い
く
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

註①
　
設
立
農
務
工
教
学
堂
蟹
勧
工
勧
商
公
所
摺
　
光
緒
二
十
四
年
三
月
二
十

六
日
　
「
全
集
し
英
議
四
十
七

◎
　
湖
北
通
志
　
巻
五
十
四
　
経
政
志
十
二
　
新
政
二

⑨
　
札
盈
桑
屈
伸
工
帰
併
　
光
緒
二
十
四
年
九
月
二
十
九
日
　
『
全
集
』
　
公

憤
十
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.

④
　
札
江
漢
関
道
勧
諭
華
商
解
職
製
茶
　
光
緒
二
十
五
年
四
月
十
四
日

『
全
集
』
　
公
腰
十
八

㊥
　
『
東
方
雑
誌
』
　
二
の
五
　
各
省
工
輩
彙
誌

◎
　
札
産
棉
各
州
陳
試
種
美
園
相
子
　
光
緒
十
八
年
四
月
初
七
日
　
召
集
』

公
憤
十
三

①
　
札
各
営
蛛
続
発
美
國
杓
子
空
車
程
種
法
′
光
緒
十
九
年
二
月
二
十
二
日

『
全
集
』
　
公
憤
十
三

⑧
　
致
武
目
端
署
制
台
　
光
緒
二
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
　
「
全
集
』

電
層
六
十
四

湖
廣
総
督
越
爾
異
美
推
成
員
業
種
棉
織
布
情
形
摺
　
『
政
治
官
報
』
　
光

緒
三
十
四
年
四
月
十
五
日

㊥
　
揚
大
金
福
『
現
代
中
国
実
業
誌
』
　
上
　
五
二
貢

.
′
　
⑲
　
厳
中
平
『
中
国
相
紡
織
史
稿
』
　
三
一
七
-
八
貢六

一



湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
曽
田
)

⑪
　
湖
北
試
桝
工
萎
附
蕾
桑
局
摺
　
光
緒
二
十
四
年
間
三
月
十
三
日
　
『
全

集
』
　
英
議
四
十
七

⑳
　
札
司
道
通
紡
各
属
輿
桝
良
工
　
光
緒
二
十
八
年
二
月
十
五
日
　
『
全
集
』

公
腰
十
九

⑳
　
水
野
幸
吉
『
漢
口
』
　
一
五
四
貢

湖
北
通
志
　
巻
五
十
四
　
経
政
志
十
二
　
新
政
二

㊥
⑮
　
湖
北
通
志
　
巻
五
十
四
　
経
政
志
十
二
　
新
政
二

⑯
　
『
東
方
雑
誌
』
　
二
の
二
　
各
省
工
革
彙
誌

⑩
　
批
施
南
府
施
紀
雲
稟
請
拡
充
勧
工
所
　
光
緒
三
十
三
年
二
月
二
十
一
日

『
全
集
』
　
公
厨
三
十
三

『
東
方
雑
誌
』
　
四
の
十
一
各
省
工
戴
桒
誌

⑱
　
呉
知
著
　
発
智
、
岩
田
、
近
藤
、
信
夫
共
訳
　
『
郷
村
織
布
工
業
の
一

研
究
』
　
二
七
-
三
一
貢

渡
辺
惇
「
活
宋
衰
世
凱
と
北
洋
新
政
-
北
洋
派
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

歴
史
教
育
一
六
の
一
、
二
合
併
号

⑲
　
増
設
紡
紗
廠
摺
　
光
緒
二
十
年
十
月
初
三
日
　
『
全
集
』
　
英
誌
三
十
五

⑳
彰
窪
益
編
『
中
国
近
代
手
工
業
史
資
料
』
　
第
二
巻
　
二
三
九
-
四
l

貢
、
四
五
八
五

六
二

⑳
　
湖
南
省
に
お
け
る
熊
希
齢
の
磁
業
改
良
過
程
を
見
る
と
、
熊
は
ま
ず
一

九
〇
五
年
に
湖
南
巡
撫
端
方
か
ら
融
資
を
受
け
て
磁
業
学
堂
を
開
設
し
雷

戸
工
人
や
そ
の
子
弟
を
入
学
さ
せ
て
磁
業
技
術
の
改
良
を
は
か
り
、
次
に

資
本
五
万
元
を
民
間
か
ら
集
め
、
磁
業
に
必
要
な
近
代
的
諸
設
僻
を
日
本

か
ら
輸
入
し
て
湖
南
磁
業
公
司
を
設
立
し
た
。
こ
う
し
た
鮨
希
齢
の
磁
業

改
良
事
業
の
結
果
、
若
戸
工
人
及
び
そ
の
子
弟
は
「
こ
れ
ま
で
の
半
農
半

工
的
工
人
か
ら
、
名
実
と
も
に
完
全
な
『
自
由
な
貸
労
働
者
ヒ
に
な
っ
て

い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
(
中
村
義
　
「
立
憲
派
の
経
済
的
基
礎
」
　
史
潮

第
六
七
号
)

⑳　㊨　⑳　⑳　⑳

『
東
方
雑
誌
』
　
二
の
十
一
各
省
工
薮
彙
誌

水
野
前
掲
書
一
五
三
-
四
頁

「
東
方
雑
誌
』
　
三
の
十
　
各
省
工
葵
彙
誌

同
右
　
四
の
六
　
各
省
工
茹
彙
誌

同
右
　
三
の
十
二
　
各
省
工
茹
彙
誌

l
●
「
工
場
の
民
営
化

日
活
戦
争
敗
北
の
後
よ
り
、
全
国
的
に
民
間
資
本
に
よ
る
民
営
工
場
の
設
立

が
顕
著
に
な
る
が
、
湖
北
省
内
に
お
い
て
も
張
之
洞
が
工
場
建
設
の
た
め
に
民

間
資
本
の
導
入
を
は
か
り
始
め
る
。
こ
れ
ま
で
官
営
民
需
工
場
の
建
設
に
あ
た

っ
て
、
官
資
本
の
不
足
か
ら
民
間
資
本
の
導
入
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た

か
、
官
営
と
い
う
経
営
形
態
は
保
持
さ
れ
軍
事
的
財
源
の
補
完
の
た
め
と
い
う

自
強
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
日
活
戦
争
後
か
ら
新

政
期
に
か
け
て
民
間
資
本
・
民
間
経
営
に
よ
る
工
場
建
設
が
お
し
進
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
日
活
戦
争
以
後
も
製
麻
局
と
い
う
官
営
民
需
工
場

の
建
設
が
若
手
さ
れ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
外
債
の
返
済
や
爵
位
金
の
支
払
い

に
、
軍
事
財
源
の
一
部
と
し
て
、
そ
の
投
資
に
ま
わ
さ
れ
て
い
た
益
金
や
閑
税

収
入
が
剖
当
ら
れ
た
た
め
、
織
布
局
、
妨
紗
屈
と
い
っ
た
既
設
の
官
営
民
需
工



場
の
維
持
も
困
難
に
な
っ
て
お
り
、
結
局
は
民
営
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。日

活
戦
争
後
の
張
之
洞
の
民
営
工
場
設
立
奨
励
に
関
す
る
話
策
は
、
漢
口
商

務
局
の
設
立
に
と
も
な
っ
て
そ
の
遂
行
す
べ
き
事
業
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
八
項

目
の
中
に
見
ら
れ
る
。
張
之
洞
は
そ
の
中
で
、
「
各
省
各
村
大
商
を
超
集
」
し

て
商
会
を
設
立
し
商
人
を
組
織
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
商
学
」
を
勧
め
て

商
品
の
製
造
方
法
、
「
商
律
」
の
研
究
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
を
縫
示
し
、
ま
た

商
人
に
対
し
て
官
が
工
場
建
設
を
指
導
し
武
漢
一
帯
の
重
要
地
点
に
商
会
参
加

者
が
行
桟
・
工
場
を
建
設
で
き
る
よ
う
準
備
す
る
こ
と
、
洋
貨
に
対
抗
で
き
る

「
新
製
土
貨
」
に
つ
い
て
は
関
税
・
遊
金
の
課
税
を
減
免
し
、
専
利
権
を
付
与

①

す
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
讃
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
対
象
と
し
て
張

之
洞
が
意
識
し
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
商
人
層
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
日
活
戦

争
直
後
の
下
関
条
約
締
結
交
渉
中
、
一
時
両
江
総
督
に
移
任
し
て
い
た
張
之
洞

は
、
日
本
の
中
国
へ
の
資
本
輸
出
を
承
認
す
る
こ
と
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、

益
金
の
産
地
で
の
徴
収
、
織
布
・
織
絹
工
場
の
建
設
、
内
河
航
行
用
の
小
型
汽

船
購
入
に
つ
い
て
、
上
海
の
「
大
商
」
で
あ
る
「
洋
貨
機
器
業
葉
成
忠
、
洋
布

業
許
春
発
、
林
業
徐
樋
山
、
黄
宗
憲
、
揚
兆
準
、
紗
業
濵
松
喝
洋
貨
業
朱

何
珍
、
招
商
局
鮮
道
官
應
」
等
に
注
目
し
、
ま
た
広
東
詔
の
商
人
に
つ
い
て
は

②

恰
和
洋
行
の
買
弁
唐
奨
俊
に
託
し
て
意
見
の
聴
取
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
翌
年
-
乙
は
工
場
の
設
立
を
勧
め
る
た
め
に
、
彼
は
江
新
地
方
に
お
い
て
商

⑳

務
局
を
設
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
日
清
戦
争
後
民
営
工
場
の
設
立
に
あ
た
っ

て
張
之
洞
が
意
識
し
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
開
港
地
に
お
い
て
輸
出
入
貿
易

に
か
か
わ
っ
て
い
た
中
国
商
人
の
資
本
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
浜
口
商
務
局

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

の
設
立
に
あ
た
っ
て
示
さ
れ
た
工
場
民
営
化
の
請
策
、
及
び
そ
の
対
象
と
な
っ

た
社
会
層
の
性
格
は
、
以
下
に
検
討
す
る
湖
北
省
内
民
営
工
場
の
設
立
過
程
に

⑥

如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

宿
代
湖
北
省
内
に
お
け
る
民
営
工
場
の
設
立
も
全
国
的
な
趨
勢
と
同
様
、
日

清
戦
争
後
か
ら
始
り
設
立
数
か
ら
い
え
ば
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
七
年
に
か

け
て
ピ
ー
ク
に
達
す
る
。
浜
口
を
中
心
に
ガ
ラ
ス
製
造
工
場
、
タ
バ
コ
工
場
、

精
粉
工
場
等
多
数
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
著
名
な
の
は
嬰
自
火
柴
公

⑤

司
で
あ
る
。
嬰
自
火
柴
公
司
は
一
八
九
七
年
浜
口
に
設
立
さ
れ
た
が
、
張
之
洞

は
す
で
に
」
八
九
〇
年
、
当
時
の
駐
日
欽
差
大
臣
黎
庶
昌
に
対
し
て
あ
て
た
電

⑨

報
の
中
で
マ
ッ
チ
工
場
の
設
立
に
関
心
を
示
し
て
お
り
、
民
営
マ
ッ
チ
工
場
と

し
て
の
壁
自
火
柴
公
司
の
設
立
も
、
日
清
戦
争
以
後
の
あ
ら
た
な
条
件
の
下
で

の
張
之
洞
の
積
極
的
な
後
援
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
埜
自
火
柴
公
司
の
設

立
当
初
の
資
本
金
は
三
十
萬
両
で
あ
り
、
そ
の
主
な
資
本
家
は
、
集
成
忠
(
澄

衷
)
を
中
心
に
宋
棒
臣
(
洞
潤
)
・
撃
肢
山
で
あ
っ
た
。
菜
成
忠
は
寧
波
府
の
出

身
で
上
海
の
富
商
で
あ
っ
た
が
・
そ
の
資
本
蓄
積
の
過
程
を
み
る
と
、
「
上
海

に
至
っ
た
時
海
禁
大
い
に
開
け
、
帆
船
・
輪
舶
兎
濱
に
庖
集
す
。
成
忠
黎
明
よ

り
碁
に
至
る
ま
で
、
一
扁
舟
を
担
い
江
中
を
往
来
し
、
番
舶
に
就
い
て
以
て
有

無
を
撃
う
」
「
同
治
元
年
、
始
め
て
辞
を
虻
ロ
に
設
け
、
…
1
…
;
、
数
年
問

に
辟
某
日
益
に
遠
大
と
な
り
、
乃
ち
分
辞
を
推
厳
し
、
殆
ん
ど
通
商
大
埠
に
宿

す
。
又
潟
北
・
漢
銭
に
在
っ
て
、
線
林
廠
・
火
柴
臓
を
創
設
し
、
以
て
工
業
を

{
p

興
す
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
上
海
・
浜
口
等
(
上
海
で
は
南
順
記
と
い
う

雑
貨
店
、
漢
ロ
で
は
唄
記
班
と
い
う
石
油
問
屋
を
経
営
し
て
ス
タ
ソ
ダ
ー
ド
・
・

⑧

オ
イ
ル
の
石
油
を
輸
入
し
て
い
る
。
)
で
外
国
貿
易
に
た
ず
さ
わ
っ
て
資
本
を

蓄
積
し
、
上
海
で
は
軍
縮
生
糸
工
場
、
漢
口
で
は
饗
自
火
柴
公
司
に
投
資
し
て

六
三



湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

⑨

い
た
。
宋
韓
臣
は
葉
と
同
じ
く
寧
波
府
下
鏡
海
株
の
出
身
で
、
「
買
弁
商
人
」

と
い
わ
れ
る
。
彼
は
浜
口
商
務
総
会
の
第
一
期
と
第
四
期
か
ら
七
期
ま
で
の
議

⑳

董
・
会
重
を
つ
と
め
、
壁
自
火
柴
公
司
の
他
に
湖
北
省
で
華
勝
軍
服
公
司
、
漢

臼
に
お
け
る
電
気
・
水
道
事
業
に
つ
い
て
専
利
権
を
も
っ
て
い
た
既
済
水
電
廠

(
同
臓
に
は
宋
と
同
じ
く
寧
波
出
身
で
、
上
海
で
新
裕
商
行
を
開
設
し
て
輸
出

入
貿
易
に
か
か
わ
り
、
平
和
洋
行
の
買
弁
で
も
あ
っ
た
朱
相
珍
も
投
資
し
て
い

⑳

る
。
丁
場
子
機
器
板
に
も
投
資
し
て
い
た
。
畢
岐
山
は
浜
口
で
畢
仁
璧
親
と
い

⑱

ぅ
雑
貨
店
を
経
営
し
て
お
り
、
洋
品
雑
貨
を
取
扱
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

壁
自
火
柴
公
司
は
湖
北
省
内
に
お
け
る
二
十
年
間
の
専
利
権
と
包
益
金
と
い

ぅ
特
権
を
も
っ
て
い
た
。
包
産
金
と
い
う
の
は
、
該
公
司
の
場
合
製
品
価
格
の

三
〇
〇
分
の
一
を
徴
収
す
る
こ
と
を
見
積
っ
て
年
間
一
五
〇
〇
両
を
予
納
す
る

こ
と
で
、
製
品
流
通
過
程
で
の
産
金
の
徴
収
を
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

実
際
に
は
生
産
豆
の
増
加
に
よ
っ
て
四
〇
〇
分
の
一
程
度
の
課
税
率
に
し
か
な

⑬

っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
般
に
差
金
の
課
税
率
は
、
光
緒
年
間
に
お
い
て
一
〇
〇

⑲

分
の
五
以
上
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
を
比
較
す
れ
ば
は
る
か

に
低
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
壁
自
火
柴
公
司
は
湖
北
省
内
に
お
い
て
最
も

囁
調
に
発
展
し
た
工
場
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
二
十
世
紀
初
頭
漢
口
に

⑬

輸
入
さ
れ
る
日
本
製
マ
ッ
チ
は
激
減
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

湖
北
省
内
の
民
営
鉱
山
に
は
、
炭
山
湾
煤
磯
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
九
六
年

張
之
洞
の
許
可
で
資
本
十
二
萬
両
を
集
め
て
劉
人
禅
.
・
余
正
裔
等
に
よ
っ
て
開

⑲

設
さ
れ
た
。
こ
の
設
立
者
の
中
で
劉
人
禅
は
湖
北
夏
日
鯨
の
出
身
で
、
フ
ラ
ン

ス
系
の
立
興
洋
行
及
び
東
方
醒
斑
銀
行
漢
口
分
行
員
弁
の
経
歴
を
も
っ
て
お
り
、

商
会
が
設
立
さ
れ
る
と
漢
口
商
務
総
会
の
第
一
期
協
理
、
第
二
期
か
ら
第
八
期

⑳

ま
で
の
議
董
・
会
童
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
劉
は
そ
の
他
一
九
一
〇
に
は
漢
口

六
四

普
潤
毛
革
厳
も
設
立
も
て
い
る
。

洋
務
期
に
お
い
て
張
之
洞
は
官
営
民
需
工
場
と
し
て
織
布
局
・
妨
紗
局
を
設

立
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
当
時
の
軍
需
工
場
と
深
い
関
連
を
も
っ
て
い
た
。
.

張
之
洞
は
鎗
砲
廠
・
漢
暢
製
鉄
所
・
織
布
局
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
総
じ
て
、

湖
北
に
設
け
る
所
の
鉄
廠
・
鎗
砲
廠
・
織
布
局
を
以
て
、
自
ら
相
招
注
し
こ
の

三
板
を
聯
ね
て
一
気
と
為
し
、
通
盤
等
義
・
随
時
掛
酌
・
互
相
協
助
す
れ
ば
、

⑯

必
ず
三
事
並
挙
し
各
成
功
を
載
る
。
」
と
そ
の
一
体
性
を
強
調
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
官
営
民
需
工
場
の
建
設
資
金
は
、
洋
務
系
官
僚
の
自
強
政
策
を
支
え
て

い
た
軍
事
財
源
と
い
う
性
格
の
強
い
産
金
・
揖
税
等
の
税
収
入
に
基
づ
い
て
い

⑬
た
。
軍
需
工
場
と
民
需
工
場
一
体
性
の
意
味
は
、
紡
紗
局
の
設
立
に
あ
た
っ

て
、
張
之
洞
が
「
紗
厳
の
桝
成
を
倹
て
ば
、
則
ち
布
局
の
気
勢
い
よ
い
よ
厚
く
、

⑳

毎
年
の
盈
余
大
い
に
鉄
屈
の
経
費
を
佐
助
す
可
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
民
需
工

場
に
よ
る
軍
事
物
資
生
産
の
た
め
の
財
源
の
補
完
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

こ
の
織
布
屈
と
紡
紗
局
に
加
え
て
一
八
九
四
年
二
八
九
八
年
に
そ
れ
ぞ
れ

建
設
に
着
手
さ
れ
た
捉
林
見
・
製
麻
屈
の
四
工
場
が
い
わ
ゆ
る
武
自
四
局
で
あ

る
が
、
一
九
〇
二
年
湖
北
省
当
局
か
ら
民
営
化
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
艮

菅
化
の
方
針
は
日
活
戦
争
後
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
の
民
間
に
お
け
る
工
場
設

立
の
奨
励
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
官
営
民
需
工
場
維
持
の
た
め
の
財
政
的

行
詰
り
も
あ
っ
た
。
織
布
局
の
生
産
童
は
、
一
八
九
五
・
六
年
を
頂
点
と
し
て

以
後
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
一
九
〇
〇
年
に
は
流
動
資
本
の
不
足
か
ら
一
時

告

操
業
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
織
布
局
の
利
潤
が
生
産
過

程
に
再
投
資
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
軍
事
的
消
費
物
資
生
産
の
た
め
の
財
投
の
一

部
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
官
営
民
需
工
場
の
矛
盾
が
、
日
活
転
争

敗
北
に
よ
る
外
債
支
払
い
の
た
め
に
生
じ
た
財
政
的
圧
迫
に
よ
っ
て
露
呈
し
た



こ
と
至
が
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
.

一
九
〇
二
年
、
武
百
四
局
の
民
営
化
の
決
定
に
と
も
な
っ
て
、
湖
北
省
当
局

⑳

が
提
示
し
た
「
湖
北
四
局
借
入
者
ノ
募
集
車
程
」
で
は
、
募
集
条
件
と
し
て
毎

年
一
一
番
両
の
租
借
金
、
二
〇
年
間
の
机
借
期
限
等
を
挺
云
し
て
い
る
。
そ
し

て
同
年
八
月
に
葦
応
雨
(
宍
封
)
を
総
理
と
す
る
応
員
公
司
と
の
間
に
「
湖
北

3

四
局
引
受
契
約
書
」
が
結
ば
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
引
受
条
件
は
看
l
借
金
が

「
罪
集
章
提
」
の
条
件
か
ら
一
萬
両
減
額
さ
れ
て
一
〇
萬
両
、
租
借
期
限
は
二

十
年
間
、
四
局
一
}
負
債
の
抵
当
と
す
る
こ
と
及
び
外
国
資
本
の
導
入
の
禁
止
等

が
規
準
さ
れ
、
ま
た
織
布
・
紡
紗
両
局
が
も
っ
て
い
た
製
品
に
対
す
る
差
金
・

子
口
説
の
免
除
の
折
続
、
及
び
挽
韓
・
製
麻
両
局
の
関
税
・
差
金
免
除
に
つ
い

て
も
清
朝
中
央
に
請
願
す
る
こ
と
が
官
用
の
義
坊
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

四
局
の
中
で
製
麻
局
は
十
分
な
楕
械
設
備
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た

そ
の
他
の
三
工
場
は
そ
れ
ぞ
れ
従
来
か
ら
の
民
間
資
金
が
存
在
し
て
い
た
が
、

一
九
〇
四
年
に
は
製
麻
局
に
學
冗
局
の
畢
元
鋳
造
利
益
・
「
塩
斤
加
償
」
よ
り

⑳

二
〇
酷
両
を
出
し
て
織
布
機
械
を
添
設
し
、
ま
た
官
営
時
期
に
存
在
し
て
い
た

織
布
局
の
　
「
萬
股
五
十
萬
両
」
・
妨
紗
局
の
　
「
硝
本
十
二
萬
両
」
・
維
林
局
の

「
南
本
二
萬
両
」
は
、
官
が
湖
北
官
銭
屈
の
資
金
を
支
出
し
て
全
額
回
収
し
、

以
後
応
昌
公
司
か
ら
支
払
わ
れ
る
租
借
金
一
〇
苗
両
は
、
こ
の
支
出
分
を
官
銀

局
に
返
済
し
た
後
善
後
局
に
収
納
し
て
そ
の
財
政
支
出
の
一
部
に
あ
て
る
こ
と

㊧

に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
四
局
の
建
物
・
機
械
と
い
っ
た
国
定
資
本
部
分
は
官
の

⑳

所
有
で
あ
り
な
が
ら
も
、
官
は
も
は
や
経
営
に
干
与
す
る
こ
と
な
く
、
寄
生
的

に
年
一
〇
萬
両
の
租
借
金
を
確
保
し
て
軍
事
的
財
政
支
出
の
一
部
に
あ
て
る
の

み
と
な
っ
た
。

四
局
を
借
受
け
た
応
昌
公
司
は
当
初
茸
応
南
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
が
、
資

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

本
会
を
四
〇
苦
配
か
ら
一
〇
〇
萬
両
に
増
資
す
る
に
と
も
な
っ
て
茹
定
常
　
(
色

翰
)
が
総
墓
に
就
任
し
た
。
増
資
に
あ
た
っ
て
の
　
「
湖
北
四
局
株
式
募
集
串

⑳
程
」
に
お
い
て
、
「
引
受
契
約
書
」
に
従
っ
て
外
国
人
の
応
募
あ
る
い
は
外
国

人
へ
の
株
券
の
誼
波
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
葦
応
南
と
部
紀
常
は
と
も
に
広
東

商
人
で
あ
っ
た
が
、
葺
応
南
は
広
東
省
香
山
膝
の
出
身
で
、
漢
口
に
照
泰
員
と

い
う
茶
餞
を
開
設
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
湖
北
、
・
湖
南
肇
か
ら
茶
を
買
祭
め

外
国
商
人
を
通
し
て
輸
出
し
て
い
た
広
東
村
所
属
の
一
商
人
で
あ
ろ
う
。
茸
は

一
九
〇
五
年
漢
口
両
者
属
の
孫
泰
折
の
指
導
で
設
立
さ
れ
た
漢
口
商
務
総
会
の

㊨

第
五
期
議
量
と
し
て
役
員
に
も
選
出
さ
れ
て
い
る
。
郵
紀
常
は
「
浜
口
外
国
租

界
内
、
華
南
の
父
」
と
い
わ
れ
、
姥
堂
銀
行
漢
口
分
行
の
買
弁
で
あ
り
、
商
会

鰯
)

の
設
立
と
七
も
に
武
昌
商
務
総
会
の
会
員
1
に
な
っ
た
。
民
営
に
移
行
し
て
後
、

四
局
の
中
で
も
織
布
・
紡
紗
両
局
は
官
営
時
期
に
比
較
し
て
経
営
は
順
調
で
、

一
九
〇
八
年
の
決
算
で
は
、
前
年
度
四
局
合
計
で
約
一
五
萬
両
の
純
利
益
を
あ

ゆ

げ
て
い
る
。

応
昌
公
司
に
よ
る
四
局
租
借
の
成
立
後
、
張
之
洞
は
「
湖
北
四
局
引
受
契
約

書
」
の
規
定
に
従
っ
て
、
実
際
に
一
九
〇
六
年
七
月
・
十
二
月
と
二
回
に
わ
た

っ
て
製
麻
局
の
製
品
に
つ
い
て
関
税
・
童
金
の
免
除
を
清
朝
に
も
と
め
る
上
奏

を
し
た
。
と
こ
ろ
が
税
務
庭
が
海
関
正
税
に
つ
い
て
の
免
除
を
許
可
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
の
で
、
張
之
洞
は
職
人
商
品
と
「
土
貨
」
と
を
同
じ
よ
う
に
取
扱

う
道
理
は
無
い
と
し
て
、
「
今
日
の
自
強
要
政
、
区
区
の
悦
は
未
為
り
。
民
生

◎

実
業
が
先
為
り
」
と
、
課
税
を
ゆ
る
や
か
に
し
て
産
業
保
護
の
政
策
を
推
進
す

べ
き
で
あ
る
と
清
朝
中
央
の
姿
勢
を
批
判
し
た
。

そ
の
他
官
営
民
需
工
場
と
し
て
建
設
が
計
画
さ
れ
て
い
た
工
場
に
大
治
の
セ

メ
ン
ト
工
場
、
式
目
の
煎
兜
ヲ
ェ
ル
ト
)
・
皮
革
・
製
紙
・
針
釘
の
各
工
場
、

六
五
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さ
ら
に
漢
口
の
麺
粉
工
場
が
あ
っ
た
が
、
麺
粉
工
場
に
つ
い
て
は
、
当
時
漢
口

に
す
で
に
黄
蘭
生
の
設
立
し
た
漢
豊
麺
粉
廠
あ
る
い
は
金
龍
麹
粉
廠
と
い
っ
た

⑳

民
営
工
場
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
要
請
で
建
設
は
中
止
さ
れ
、
他
の
各
工
場

は
一
九
〇
五
年
に
張
之
洞
に
よ
っ
て
民
営
化
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
れ

に
と
も
な
う
保
護
条
件
と
し
て
、
張
之
洞
は
湖
北
省
内
十
五
年
間
の
専
利
権
、

官
に
よ
る
官
利
五
分
の
支
払
い
の
保
証
、
官
庁
必
要
品
に
つ
い
て
の
当
該
工
場

⑳

か
ら
の
購
入
を
示
し
た
。
こ
の
結
果
大
治
の
セ
メ
ン
ト
工
場
は
、
一
九
〇
七
年

に
候
補
道
程
祖
福
に
よ
っ
て
浜
口
の
紳
商
・
官
吏
か
ら
資
本
金
三
〇
萬
両
を
集

⑳

め
て
組
織
さ
れ
た
清
華
実
業
公
司
に
ひ
き
つ
が
れ
民
営
化
さ
れ
た
。
大
治
セ
メ

ン
ト
工
場
の
民
営
化
に
あ
た
っ
て
、
張
之
洞
は
清
華
実
業
公
司
の
資
金
不
足
を

官
銭
局
か
ら
磯
通
し
、
ま
た
先
の
保
護
条
件
の
他
に
、
製
品
に
対
す
る
関
税
・

㊤

遊
金
の
免
除
を
も
と
め
る
上
奏
を
し
た
。
し
か
し
清
朝
中
央
は
、
確
実
に
鉄
道

敷
設
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
以
外
の
セ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
海
関
正
税
の

⑳

免
除
を
認
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
自
沙
造
紙
厳
は
徳
華
銀
行
・
阜
昌
洋
行

の
買
弁
で
あ
り
、
浜
口
商
務
総
会
の
第
七
・
八
期
の
会
童
を
つ
と
め
た
劉
子
敬

㊨

(
義
方
)
　
に
よ
っ
て
ひ
き
つ
が
れ
、
針
釘
厳
は
一
九
一
一
年
に
華
僑
の
染
柄
農

⑳

に
ひ
き
つ
が
れ
民
営
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

張
之
洞
は
日
清
戦
争
以
後
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
工
場
民
営
化
を
遂
行
す
る

に
あ
た
っ
て
、
商
務
局
を
設
立
し
、
さ
ら
に
そ
の
後
商
会
の
設
立
を
指
導
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
「
大
商
」
と
し
て
注
白
し
た
一
流
の
紳
商
で
あ
り
ー
か

⑳
+
、

れ
ら
は
問
屋
型
牙
行
の
変
種
と
も
い
わ
れ
る
が
ー
間
薄
地
に
お
い
て
外
国
と
の

間
の
輸
出
入
貿
易
に
か
か
わ
る
中
国
の
前
期
的
商
人
資
本
=
員
弁
的
商
人
資
本

を
組
織
し
、
民
営
工
場
の
設
立
を
奨
励
、
洋
務
期
の
官
営
民
需
工
場
を
民
営
化

六
六

し
て
武
自
・
浜
口
と
い
っ
た
湖
北
省
内
の
長
江
沿
岸
大
都
市
に
民
営
工
場
の
建

⑬

設
を
す
す
め
た
。
張
之
洞
の
こ
の
政
策
を
契
機
と
す
る
前
期
的
商
人
資
本
の
産

業
資
本
へ
の
転
化
に
あ
た
っ
て
、
専
利
権
を
付
与
し
て
、
一
定
の
地
域
に
お
け

る
生
産
の
独
占
的
権
利
を
政
治
的
に
保
障
す
る
と
と
も
に
、
童
金
課
税
の
減
免

を
行
い
ま
た
海
関
税
に
つ
い
て
も
、
そ
の
減
免
を
清
朝
中
央
に
も
と
め
て
い
っ

た
。こ

う
し
た
日
清
戦
争
以
後
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
の
張
之
洞
の
工
場
民
営
化

に
対
す
る
専
利
権
の
付
与
、
課
税
面
の
優
遇
あ
る
い
は
官
資
金
の
融
資
と
い
っ

た
保
護
は
、
い
わ
ゆ
る
立
志
派
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
で
あ
る
張
番
の
主
張
し
た
工

⑳

場
設
立
原
則
で
あ
る
「
民
弁
官
助
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
端

緒
的
な
発
展
と
と
も
に
、
活
宋
中
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
し

て
不
平
等
条
約
を
背
景
と
す
る
外
国
商
品
、
外
国
資
本
の
中
国
社
会
へ
の
進
出

と
中
国
農
民
層
の
未
分
解
と
い
う
市
場
条
件
に
規
定
さ
れ
た
産
業
の
保
護
・
育

成
政
策
を
杭
樺
と
し
て
生
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

註①
　
決
口
試
蜘
商
勝
局
酌
揆
耕
法
招
　
光
緒
二
十
四
年
八
月
初
八
日
　
「
全

・
集
し
　
英
誌
四
十
九

行
拉
・
工
場
建
設
地
準
楯
の
具
体
化
は
、
漢
口
外
国
租
界
の
北
方
に
あ
る

後
湖
の
南
岸
に
堤
を
築
く
事
業
に
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
前
督
臣
真
之

洞
、
定
議
築
睦
始
計
、
本
為
開
拓
漢
口
前
璋
而
設
、
英
為
招
甫
慧
款
、
悶

築
漢
口
後
湖
馬
路
以
興
商
業
」
　
(
招
市
慧
款
閑
箋
漢
口
後
期
馬
疏
掴
.
宣

統
元
年
十
月
二
十
二
日
　
「
庸
巷
尚
書
英
誌
」
　
巻
十
二
)
　
と
あ
る
よ
う

に
、
京
渓
鉄
道
の
敷
設
、
尊
漢
・
川
洪
鉄
道
の
敷
設
計
画
と
い
う
中
で
、



漢
口
に
お
け
る
正
品
集
散
最
の
増
大
、
工
場
設
立
の
奨
励
に
対
し
て
、
そ

の
条
件
を
整
備
す
る
た
め
の
事
業
に
着
手
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
商
会
設

立
へ
の
着
手
は
、
一
九
〇
三
年
、
市
電
の
設
立
と
と
も
に
商
会
簡
明
葦
程

が
示
さ
れ
る
以
前
、
一
九
〇
二
年
に
音
調
真
と
い
う
人
を
滴
業
総
童
と
し

ぷ
嵩
烏
の
指
導
で
苗
努
字
望
∴
満
会
公
所
の
設
立
を
す
す
め
て
い
る
。

(
札
萬
努
局
別
設
萬
学
萄
会
.
基
準
一
十
八
年
九
月
十
六
日
　
「
全
集
し

公
墳
二
十
)

e
　
致
上
海
葉
令
大
荘
　
光
堕
一
十
一
望
ハ
月
初
四
日
　
「
全
集
」
　
電
燈

二
十
五

㊥
‥
慧
設
百
事
局
片
.
光
緒
一
十
二
年
正
月
研
五
日
　
「
全
集
」
.
英
誌
四

十
三

①
　
以
下
の
民
営
工
場
設
立
過
程
の
持
役
と
し
て
、
上
海
の
商
人
の
資
本
が

湖
北
省
内
に
か
な
り
投
資
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
漢
口
商
務
局
は

上
海
尚
古
局
と
達
緒
を
と
り
あ
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
張
之
洞

は
、
上
海
の
商
人
の
資
本
を
導
入
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

◎
　
嬰
昌
火
柴
・
公
司
の
労
偽
者
は
、
男
女
合
計
二
四
〇
〇
か
ら
二
五
〇
〇
人

で
、
工
場
内
で
の
マ
ッ
チ
製
造
分
業
工
程
に
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
そ
の
外
に
出
来
高
払
い
で
マ
ッ
チ
祈
製
造
に
従
事
す
る
工
場
外

の
家
内
労
働
者
が
多
数
い
た
。
し
か
し
機
械
設
備
は
な
く
、
大
規
模
な
マ

ニ
ユ
フ
ァ
フ
チ
ユ
ア
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
(
「
支
部
経
済
全
書
し
　
第

十
一
再
一
一
七
-
一
三
三
貢
)

⑥
　
建
商
黄
祀
延
、
川
南
虚
幹
丞
融
回
華
、
製
造
火
柴
甚
善
、
漢
口
五
方
術

要
銅
貨
尤
多
、
何
不
商
令
爽
漢
開
設
(
致
東
京
黎
欽
差
　
光
緒
十
五
年
正

湖
北
省
お
に
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
臼
田
)

⑱⑲⑫⑪⑩◎⑮⑲⑩⑬⑲

月
初
八
日
.
「
全
集
」
　
電
腰
十
三
)

張
文
芸
公
幕
府
紀
聞
　
下
　
葉
君
侍

r
支
部
経
済
全
書
」
　
第
十
一
再
一
三
四
貢

西
里
喜
行
「
活
末
の
寧
波
商
人
に
つ
い
て
」
-
「
新
江
財
閥
」
の
成
立
に

関
す
る
一
考
察
-
東
洋
史
研
究
　
第
二
十
六
巻
寛
二
・
二
号

波
多
野
善
大
「
中
国
近
代
工
業
史
の
研
究
し
　
二
四
八
貢
一
・

夏
口
鯨
志
　
巻
十
二
　
商
務
志

江
敬
虞
扁
r
中
国
近
代
工
業
史
資
料
し
　
第
二
樹
下
　
九
五
六
-
七
貢

r
支
部
経
済
全
書
」
　
第
十
一
輯
一
三
四
頁

同
右
一
五
三
-
四
頁
、
一
六
〇
貢

雑
玉
東
「
中
田
童
金
史
し
　
六
一
貢

「
活
国
事
情
し
　
第
一
碍
　
八
〇
六
貢

批
郎
中
余
正
荷
票
講
閲
炭
山
湾
煤
鉱
　
光
緒
二
十
二
年
四
月
十
九
日

『
全
集
』
　
公
厨
三
十
二

夏
口
鯖
志
　
巻
十
二
　
商
務
志

改
慧
鉄
廠
成
木
摺
　
光
緒
十
九
年
二
月
二
十
五
日
　
『
全
集
』
　
英
議

三
十
三

推
軍
や
北
洋
海
軍
そ
の
他
の
軍
事
費
に
つ
い
て
、
「
こ
れ
は
、
従
来
の

制
兵
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
、
そ
の
上
に
新
し
い
防
衛
軍
を
維
持
す
る
必
要

か
ら
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
防
衛
体
制
は
新
し
い
財
源
(
関
税
や
造
金
-
引

用
者
)
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」
(
波
多
野
善
大

『
中
国
近
代
軍
閥
の
研
究
』
　
八
六
百
)
と
い
わ
れ
る
。
湖
北
省
に
お
い

て
は
関
税
収
入
が
少
か
っ
た
た
め
か
、
「
湖
北
の
餉
源
、
惟
百
貨
童
金
を

大
宗
と
為
し
、
塩
課
之
に
次
ぐ
」
　
(
整
頓
童
金
招
　
光
緒
二
十
三
年
四
月

六
七
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初
十
日
　
『
全
集
し
　
契
議
四
十
五
)
と
、
百
貨
立
金
・
塩
童
が
軍
事
財

源
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
た
。
織
布
届
の
湖
北
省
内
か
ら
の
建
設
資
金

は
善
後
局
・
鎗
砲
局
・
銀
元
局
・
官
銭
局
よ
り
全
額
、
紡
紗
屈
は
そ
れ
ら

に
加
え
て
鉄
政
局
よ
り
七
〇
%
近
く
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
増
設
妨
紗
廠
摺
　
光
緒
二
十
年
十
月
初
三
日
　
r
全
集
し
　
美
議
三
十
五

⑳
　
江
敬
虞
編
『
中
国
近
代
工
貴
史
資
料
」
・
第
二
碍
上
　
五
七
七
-
八
頁

⑳
　
『
支
那
経
済
全
書
し
　
第
十
一
再
　
四
三
〇
-
三
頁

⑳
　
同
右
　
四
三
三
-
四
一
貢

⑳
　
批
製
麻
局
稟
請
控
官
本
　
光
緒
三
十
年
六
月
二
十
九
日
　
「
全
集
」

公
憤
三
十
三

⑮
　
批
織
布
局
稟
請
発
還
商
股
　
光
緒
三
十
年
六
月
二
十
九
日
　
r
全
集
し

公
債
三
十
三

⑳
　
至
廠
中
一
切
事
宜
、
以
及
或
盈
威
厳
、
均
授
照
紗
・
布
・
梯
・
麻
四
屈

雛
法
、
由
商
自
行
経
理
、
官
不
興
閏
(
批
道
員
程
租
福
稟
度
承
排
水
泥
廠

光
緒
三
十
三
年
二
月
十
一
日
　
『
全
集
し
　
公
憤
一
二
十
三
)

⑳
　
r
支
那
経
済
全
書
し
　
第
十
一
輯
　
四
四
一
-
四
貢

⑳
　
夏
口
鯨
志
　
巻
十
二
　
商
務
志

⑳
　
江
敬
虞
扁
r
中
国
近
代
工
業
史
資
料
し
　
第
二
輯
下
　
九
六
三
貢

⑳
　
同
右
　
第
二
再
上
　
五
八
二
貢

⑳
　
機
器
製
麻
扮
懇
暫
免
税
を
摺
　
光
緒
三
十
二
年
十
二
月
十
六
日
　
「
全

集
し
　
英
誌
六
十
八

張
之
洞
は
一
八
九
六
年
清
朝
中
央
が
械
械
製
商
品
に
対
し
て
一
律
一
〇
%

の
関
税
課
税
率
に
し
よ
う
と
し
た
時
、
「
臣
愚
以
為
洋
商
在
内
地
改
造
土

建
、
本
望
葦
笥
生
計
有
坊
、
是
以
蕾
約
歳
為
璃
禁
、
今
迫
於
事
機
不
得
已

六
八

両
允
之
、
則
叉
普
就
己
成
之
頃
而
熟
権
利
弊
、
庶
免
我
華
商
民
有
累
上

加
累
之
虞
」
　
(
華
商
用
機
器
製
貨
請
従
緩
加
悦
並
請
改
存
儲
閑
桟
章
程

光
描
二
十
三
年
正
月
二
十
八
日
　
「
全
集
し
　
英
誌
四
十
五
)
と
、
外
国

の
資
本
輸
出
に
対
し
て
華
洋
一
律
の
関
税
率
引
上
げ
よ
り
も
、
む
し
ろ
課

税
面
の
優
遇
に
よ
る
生
れ
た
ば
か
り
の
中
国
の
産
業
の
保
輿
育
成
を
推

進
す
べ
き
で
あ
る
せ
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た
。

⑳
　
麺
粉
一
項
、
業
接
委
員
査
覆
、
漢
口
先
有
商
業
敷
家
裏
、
経
前
督
臣
批

寸
†

准
停
排
(
閲
雛
造
紙
鍼
釘
各
級
大
概
惰
形
摺
　
光
緒
二
十
四
年
七
月
十
九

日
二
遠
謹
尚
書
英
議
し
　
巻
九
)

⑳
　
招
商
承
排
製
宛
等
顧
示
　
光
緒
三
十
一
年
四
月
十
二
日
　
「
全
集
」

公
眉
三
十
六

⑳
　
外
務
省
通
商
局
『
在
浜
口
帝
国
総
領
事
館
管
鵜
区
域
内
事
情
」
　
大
正

十
三
年
六
月
一
九
二
五

⑳
　
商
排
大
治
水
泥
廠
論
暫
免
税
立
摺
　
光
結
三
十
三
年
七
月
二
十
八
日

r
全
集
し
　
英
議
七
十

⑳
　
『
東
方
雑
誌
」
　
玉
の
五
　
各
省
財
政
彙
誌

.
酔
　
狂
敬
麒
扁
r
中
国
近
代
工
業
史
資
料
」
‥
軍
一
机
下
　
九
六
三
貢

.
夏
口
鯨
志
　
巻
十
二
　
商
務
志

⑳
　
圧
敬
虞
編
r
中
国
近
代
工
業
史
資
料
」
‥
第
一
揖
下
一
〇
〇
七
貢

⑳
　
根
岸
信
r
貰
探
制
度
の
研
究
」
　
一
〇
貢
、
一
四
三
貢

⑲
　
武
漢
の
民
営
工
場
に
見
ら
れ
る
資
本
の
持
役
は
上
海
の
工
場
に
お
い
て

も
同
様
で
あ
っ
た
。
(
捉
輪
番
「
開
子
中
国
民
族
資
本
的
原
始
績
累
問
題
」

・
歴
史
研
究
一
九
六
二
年
二
期
)

㊥
　
車
用
洗
「
論
張
番
的
矛
盾
性
格
」
　
歴
史
研
究
一
九
六
三
年
三
期



結
　
　
　
び

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
洋
亭
運
動
」
が
「
破
産
」
し
た
と
い
わ
れ

る
日
活
巌
争
敗
北
の
後
も
、
洋
書
系
官
僚
の
一
人
で
あ
る
張
之
洞
は
湖
北
省
に

お
い
て
活
動
を
痩
け
て
い
る
。
張
之
桐
は
日
活
戦
争
の
後
よ
り
産
業
政
策
の
実

允
に
着
手
し
、
新
政
期
に
お
い
て
よ
り
体
系
的
に
進
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
政

策
は
「
洋
務
運
動
」
の
総
統
で
は
な
く
て
、
洋
務
期
の
軍
事
力
強
化
を
中
心
と

し
た
政
策
か
ら
転
換
し
て
、
民
間
に
お
け
る
農
業
・
手
工
業
の
振
興
・
民
営
工

場
設
立
の
奨
励
と
い
う
上
か
ら
の
花
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
の
政
策
を
す
す
め
た
の

で
あ
る
。

張
之
洞
の
産
業
政
策
遂
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
社
会
的
な
基
礎
と
な
っ
た
の

は
園
産
地
に
お
い
て
外
国
と
の
輸
出
入
貿
易
に
か
か
わ
っ
た
中
国
の
前
期
的
商

人
=
員
弁
的
な
簡
人
層
と
郷
紳
層
で
あ
っ
た
。
(
張
之
洞
は
日
活
戦
争
の
後
よ

り
商
会
の
設
立
を
指
導
し
、
こ
う
し
た
社
会
層
の
組
織
化
を
図
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
)
活
未
に
お
け
る
商
品
生
産
の
発
達
、
資
本
主
義
の
端
緒
的
発
展
は
国

外
的
契
機
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
日
活
戦
争
以
後
か
ら
新
政
期
に
か
け
て
の

洋
務
系
官
僚
の
産
業
政
策
を
国
内
的
契
桟
の
一
つ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
張

之
洞
の
環
業
・
手
工
業
振
興
は
、
中
国
の
農
民
を
と
く
に
開
港
地
を
集
散
市
場

と
す
る
よ
う
な
商
品
生
産
の
中
に
巻
込
ん
で
い
く
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
そ

し
て
一
方
に
お
い
て
、
張
之
洞
は
工
場
民
営
化
の
奨
励
に
あ
た
っ
て
専
利
権
の

付
与
、
課
税
面
で
の
優
遇
を
行
い
、
開
港
地
の
前
期
的
商
人
資
本
に
よ
る
民
営

工
場
の
設
立
、
従
来
の
官
営
民
需
工
場
の
民
営
化
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

中
国
資
本
主
義
が
端
緒
的
な
発
展
を
示
し
た
活
未
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
関

し
て
は
、
資
本
主
義
の
発
展
史
に
お
け
る
段
階
的
な
見
方
と
同
時
に
、
日
清
戦

湖
北
省
に
お
け
る
張
之
洞
の
産
業
政
策
(
白
田
)

争
の
行
か
ら
窺
政
期
に
か
け
て
の
、
洋
茫
系
官
僚
の
琵
芙
改
質
に
崇
害
に
依
存

し
、
一
方
に
お
い
て
半
植
民
地
的
貿
易
構
造
の
下
で
開
港
地
に
あ
っ
て
商
業
活

動
に
か
か
わ
り
、
他
方
に
お
い
て
半
封
建
的
な
社
会
諸
関
係
へ
の
痺
着
を
伴
い

な
が
ら
生
れ
て
き
た
と
い
う
、
そ
の
特
質
に
お
い
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

辛
亥
革
命
前
夜
の
政
治
過
程
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
相
対
的
な
独
自
性

を
有
す
右
日
清
戦
争
以
後
の
洋
務
系
官
僚
と
、
こ
う
し
た
特
質
を
も
つ
資
本
主

義
の
端
緒
的
発
展
期
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
問
の
依
存
関
係
を
十
分

考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
広
島
市
再
千
田
西
町
ニ
ー
四
三
　
清
風
荘
一
〇
号
)

tosho-seibi-repo
長方形




